3・4年(下)　年間指導計画例　（配当90時間）
	月
	三

期
	二

期
	時間
	単元名・教材名
	指導のねらいと主な学習活動
	指導計画作成のポイント

	
	
	
	※
	わたしたちのまちは，わたしたちの都道府県は，日本のどこにあるのかな。
	●日本地図パズル遊びなども興味づけに活用して，47都道府県の名称や位置，我が国における自分たちの都・道・府・県の地理的位置をとらえる。
	学習指導要領のポイント

 「47都道府県の名称と位置」「我が国における自分たちの県（都，道，府）の位置」に関しては，今回の指導要領で新たに取り上げられた内容である。巻頭のこのページは，まず下巻の学習に入る前に一覧させ，「広く日本を見渡し，興味を広げていこう」という意識づけの契機としたい。また，第７単元で自分たちの県（都，道，府）の学習に取り組む際には，この資料を活用して，日本の中での自分たちの県（都，道，府）の位置を，周囲の県などともに確認をさせたい。さらに，P125の全国ものづくりマップや，P145の白地図，Ｐ146の日本なんでもランキングの地図などとも効果的に連携をはかり，地理的理解を深めたい。

	
	
	
	※
	調べるときのヒントだよ
	●社会科学習を進めるうえで基礎・基本となる調べ方を把握し，主体的に活用できるようにする。
	

	４

月

・

５

月
	
	
	30
	４　さわやか，すこやか，みんなのくらし

（P7～46）
	単元目標　廃棄物の処理や飲料水の供給など，地域の人々の健康な生活や良好な生活環境の維持・向上のための事業を，市（区，町，村）が協力して計画的に行っていることを理解するとともに，日常生活における資源の利用の仕方や環境保全について関心をもつことができる。また，健康な生活，良好な生活環境を維持するために定められている法や決まりについて考えることができる。
〔指導要領内容（3）ア，イ〕
	

	
	一

学

期
	前

期
	(16)
	１　ごみをへらそう

（P8～27）
	小単元目標　市（区，町，村）では，組織的・計画的にごみ処理を行っていることと，それが人々の健康で良好な生活を維持するために必
	作成のポイント

　廃棄物の処理については，ごみか下水のいずれか一方を取り上げる。ごみ処理は多くの人が協力して行っていること，それらの活動が人々の健康的な生活を支えていることを理解できるようにするとともに，ごみを減らすことの重要性に気づかせたい。

　まず，ごみを減らすこと，そして出てしまったごみは資源としてリサイクルするなど，自分自身にできることは何かを考え，実践する姿勢を育てたい。地域にあるリサイクルセンターなどで行われていることや地域の人々のリサイクル活動などを事前に調べておき，地域の実態に応じた指導計画を立てるようにしたい。

	
	
	
	
	
	要であることを理解し，ごみの減量化に向けて自分たちには何ができるかを考え実践する態度を養う。
〔指導要領内容(3)ア，イ〕
	

	
	
	
	
	 EQ \O(　,●)導入（P8～9）
	●学校などの身近な生活圏で，ごみの出し方について分別等の作業が行われていることに気づき，興味をもつ。
	

	
	
	
	
	ごみの出し方には，何か決まりがあるのかな
	●家庭でのごみの出し方について調べ，分かったことを話し合い，学習問題を立てる。
	

	
	
	
	
	ごみは，どこに行くのかな
	●ごみステーションを観察して分かったことをもとに，最終的にごみが運ばれていく清掃工場に興味をもつ。
	

	
	
	
	
	清掃工場って，どんな所だろう

（清掃工場の見学）

（清掃工場の伊藤さんにインタビュー）

（使えるものはもやさず
	●清掃工場の見学計画を立て，見学する視点について話し合う。その視点や，各自の予想に基づき見学をし，ごみ処理をめぐる市や清掃工場の工夫をとらえていく。さらに，グラフなど資料も参考にして，
	学習指導要領のポイント

　学習指導要領に「良好な生活環境」という文言が加わった。廃棄物の処理は人々の健康な生活を維持するために不可欠であること

	
	
	
	
	に）
	ごみそのものを減らすリサイクルなどの工夫が進められている事実をとらえ，その意味について考える。
	を理解させたい。

　学習指導要領「内容の取扱い（5）」の新設により，廃棄物の処理や水の確保などに関連して「法や決まり」を扱う。これについては，「自分たちには何ができるかを考え，実践する態度を養う」こととの関連性のもとに「リサイクル法」などに触れさせたい。

	
	
	
	
	清掃工場では，どんな工夫をしていたかな
	●清掃工場を見学して分かったことをまとめ，さらに知りたくなったことや調べたくなったことを話し合う。
	

	
	
	
	
	ごみは生まれ変わるんだね

（大分エコライフプラザは，どんなことに取り組んでいるのかな）
	●リサイクルプラザで調べてきたことをもとに，ごみの減量やリサイクルの流れについてまとめ，ごみの減量の重要性に気づく。
	

	
	
	
	
	わたしたちにできることは何だろう
	●これまで調べてきたことをもとに，自分たちが立てた学習問題について考えたことをまとめ，ごみを減らすために自分たちにできることを話し合う。
	作成のポイント

　ここでの最初の学習問題である「分別されたごみは，どうなるのだろう」については，これまでの学習を踏まえたうえで，「分別する理由」についても考えさせ，話し合わせたい。

	
	
	
	
	ひろげる　ふかめる
	●これまでの学習を振り返り，自分自身の生活と「ごみの軽減」とのかかわりについて，考えたことをまとめる。
	

	５

月

・

６

月
	一

学

期
	前

期
	(14)
	２　水を大切に

（P28～45）
	小単元目標　飲料水の供給は，市（区，町，村）の事業として行われていることや他の市（区，町，村），県（都，道，府）などとの協力によって事業が進められていることを理解するともに，安全な飲料水は人々の健康で良好な生活のために欠かせないものであり，水資源の確保が大切な問題であることをとらえられるようにする。
〔指導要領内容（3）ア，イ〕
	作成のポイント

　飲料水，電気，ガスのいずれかを取り上げる。水道水は蛇口をひねれば出てくるものとして，ともすれば無関心になりがちである。しかし，水の確保，浄水，下水それぞれに人々の努力があり，そのことによって自分たちの生活の安全・安心が確保され，住みよい生活が維持されていることを理解させたい。

	
	
	
	
	 EQ \O(　,●)導入（P28～29）
	●自分たちが毎日の生活の中で，どれくらいの量の水を使うか，どこで使っているかをペットボトルの量などから考える。
	

	
	
	
	
	どんなことに，どれだけ水を使っているのかな
	●自分たちが毎日の生活の中で，どのようなときにどのくらいの水を使うのか，また市全体ではどのくらいの水を使うのかを調べ，気づいたことを話し合い，みんなで追究していく学習問題を立てる。
	学習指導要領のポイント

　学習指導要領に「良好な生活環境」という文言が加わった。飲料水がさまざまな人々の努力によってつくられることを学習する中で，自分たちの周りの住みよい環境が維持されていることに気づかせたい。

　また，節水や節電など，資源の有効利用についても扱い，限りある資源をむだにしない姿勢を育てたい。

　学習指導要領「内容の取扱い（5）」の新設により，廃棄物の処理や水の確保などに関連して「法や決まり」を扱う。これについては，「自分たちにできることを

	
	
	
	
	じゃ口の向こうは，どうなっているのかな
	●身近な学校内の水道の流れを調べ，水道管の向こうに浄水場などの水を供給する施設があることを確認し，興味をもつ。
	

	
	
	
	
	水道管の向こうには，何があるのかな
	●水道局の資料をもとに，水道の水がどこから来るかを調べ，水道水が遠くの川やダムから,さまざまな施設を通って自分たちの家や学校まで届けられていることをとらえる。
	

	
	
	
	
	浄水場で，水は，どのよう
	●浄水場の見学を行い，日々水道か
	

	
	
	
	
	につくられているのかな
	ら供給される安全な水を「つくる」ために，関連機関に働く人々が工夫や努力を重ねていることをとらえさせる。
	話し合い，実践に結びつける」ことに関連して触れさせたい。

	
	
	
	
	川の上流は，どうなっているのかな
	●ダムの役割について調べ，水の確保のために多くの地域や人々が協力していることを理解する。
	

	
	
	
	
	使われた水は，どこへ行くのかな
	●下水道の仕組みについて調べ，使われた水がどのように処理され，再利用されているかを理解する。
	作成のポイント

　廃棄物処理でごみを扱った場合，下水処理については，その仕組みに深入りしないように注意する。ここでは，環境保全や水資源の有効利用の視点から扱うことが望ましい。

	
	
	
	
	水を飲めることの大切さを考えよう
	●自分たちが立てた学習問題について分かったこと，考えたことをノートにまとめ，安全な水を飲めることの大切さについて考えたことを話し合う。
	

	
	
	
	
	ひろげる　ふかめる
	●水を大切に使うために自分たちにできることを考え，クラスで話し合い，実践に結びつけるようにする。
	

	
	
	
	
	わたしたちの生活に欠かせない電気・ガス
	●ごみ処理や水の供給と同じように，電気やガスの供給も多くの人たちに支えられていることに気づく。
	

	
	一

学

期


	前

期


	
	学びのひろば　よりよいくらしをみんなの力で（P46）
	●市民で取り組む生活環境を守る活動を知り，自分たちの地域での活動にも視点を向けていく。
	

	
	
	
	
	
	
	

	６

月

・

７

月
	
	
	22
	５　安全，安心，みんなのくらし（P47～80）
	単元目標　地域社会における災害及び事故から人々の安全を守るための工夫について，関係機関が連携して緊急に対処する体制をとっていることを，見学・調査したり，資料を活用したりして調べ，人々の安全な生活は，そうした機関の働きやそこに従事している人々の工夫や努力によって保たれていることを考えるようにする。
〔指導要領内容（4）ア，イ〕
	作成のポイント

　地域の人々の安全を守る工夫については，火災，風水害，地震などの中から選択して取り上げる。本教科書では火災を取り上げた。本教材では，消防署の大切な役割は，消火活動だけではなく，防火活動にもあることや，普段から関係諸機関の協力体制が組まれていることをつかませたい。また，身近な事例を通して学ぶことで，児童一人ひとりの，防火意識を高められるようにしたい。

学習指導要領のポイント

　学習新指導要領「内容の取扱い（5）」の新設により，災害や事故の防止に関連して「法や決まり」を扱うこととなった。ここでは，小単元２「安全なまちをめざして」で，登下校時の安全の確保や，交通事故の防止に関連させて「法や決まり」の意義をとらえさせる学習を想定している。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(11)
	１　火事からまちを守るには（P48～63）
	小単元目標　火災が発生したときの消防署や関係機関の働きと協力の仕組みを見学したり，資料から調べたりして理解するとともに，消防署や関係機関で働く人の工夫や努力，相互の連携，地域の人々の協力などによって，安全な生活が営まれていることを考えることができるようにする。
〔指導要領内容（4）ア，イ〕


	

	
	
	
	
	 EQ \O(　,●)導入（P48～49）
	●火災の写真を見て気づいたことを空欄に書き込む。
	

	
	
	
	
	もしも火事が起こったら
	●火災の写真や資料から感想を話し合い，火災を防ぐ設備に興味をもち，学習問題を立てる。
	

	
	
	
	
	学校の火事へのそなえを見つけよう
	●火災に備えて，学校の防火設備やその配置がどうなっているのか調べる。
	

	
	
	
	
	もしも学校が火事になったら
	●学校で火災が起きたときの消防署の出動計画，学校での行動計画を調べる。さらに興味・関心を抱いたことなどをもとに，消防署の日常の活動を予想し，消防署見学の計画を立てる。
	

	
	
	
	
	（消防署へ見学に行ったよ）
	●消防署の見学を行い，消防署の人たちは緊急の火災にいつでも対応できるように，また火事を防ぐために日ごろどのような努力や準備をしているのかを調べる。
	

	
	一

学

期
	
	
	119番はどこへつながるのかな
	●資料から119番通報について，関係機関への連絡の仕組みや，救急救命活動にも役立てられていることを調べるとともに，通報する際に大切なことは何かを考える。
	

	
	
	前

期


	
	火事へのそなえは，まちの中にもあるのかな
	●インタビューなどを通して，地域に住んでいる人が中心となって組織された消防団について調べる。また，火災に備えて地域につくられている消火栓や防火水槽などの設備を調べ，地図にまとめる。
	学習指導要領のポイント

　消防団を調べることで，防災とともに，地域の人々の防犯のための協力についても意識づけさせたい。

	
	
	
	
	わたしたちは，どのように火事から守られているのかな
	●119番通報の仕方や学校の訓練時の約束事などを認識させるとともに，学習問題について分かったことを話し合いまとめる。
	

	
	
	
	
	ひろげる　ふかめる
	●地域の災害に対する備えについてさらに調べるとともに，慌てずに行動するための防災計画を考える。
	

	９

月
	二

学

期


	
	(11)
	２　安全なまちをめざして

（P64～80）
	小単元目標　事故や盗難が発生したときの，警察署や関係機関の働きと協力の仕組みを，見学したり，資料から調べたりして，地域の安全は警察署を中心とした関係機関の相互の連携と，地域の人々の協力的な活動によって保たれていることを考えることができる。
〔指導要領内容（4）ア，イ〕
	作成のポイント
　事故などが起こったときの警察の対応と体制について理解するとともに，事故防止の視点を確立したい。また，警察や地域の人々の事故防止や防犯のための活動について，見学や調べ活動を通して，実感的にとらえる指導計画を立てるようにしたい。

	
	
	
	
	 EQ \O(　,●)導入（P64～65）
	●交通事故の写真を見て，自分が道路で「ひやり・はっと」したことを思い出し，空欄に書き込む。
	学習指導要領のポイント

　学習指導要領で新設された「内容の取扱い(5)」については，登下校時の安全の確保や交通事故の防止に関連する「法や決まり」をここで扱うことで，その意義をとらえさせていきたい。

	
	
	
	
	どうして事故って起こるのかな
	●交通事故の写真や資料から気づいたことを話し合い，学習問題を立てる。どうして交通事故が起きるのか，起こさない工夫があるのかを予想する。
	

	
	
	
	
	学校の周りは安全かな
	●学校の周りを調べ，交通事故を防ぐためのまちの設備に注目する。
	

	
	
	
	
	もしも事故が起きたらどうするの
	●事故発生の際の110番通報の仕組みを調べ，警察を中心とした関係諸機関の連携に気づく。
	

	
	
	
	
	交番にいないとき，警察官はどこにいるのかな
	●警察官の日常の活動について調べ，交通事故や事件を防ぐための努力などを考える。
	

	
	
	
	
	どんな人がわたしたちを見守ってくれているのかな
	●事故や事件がない安全なまちにするために，地域の人々はどんな活動をしているのかを調べ，学習問題について話し合い考える。
	学習指導要領のポイント

　ＰＴＡの活動や「子ども110番の家」などを扱うことで，地域の人々の防犯のための協力についても意識づけさせたい。

	
	
	前

期
	
	安全のための目標を考えよう
	●これまで学んできたことを振り返り，自分たちが安全に暮らせるために何が大事なのかを考える。
	

	
	
	
	
	ひろげる　ふかめる
	●安全な生活を送るために，自分ができることを考えてまとめる。
	

	
	
	
	
	
	●「バリアフリー」なども意識した，みんなの安全と安心を守るための地域の設備を調べ，紹介し合う。

●資料から，海の安全や環境を守る海上保安庁の活動をとらえる。
	

	
	
	
	※
	学びのひろば　命を救うために（P80）
	●先端的な機械を活用した救命活動や世界を舞台にした日本の救急援助活動など，「安全と安心を守る」活動について，さらに興味・関心を広げる。
	

	10

月

・11

月
	二

学

期
	
	14
	６　ふるさとをゆたかに

（P81～102）
	単元目標　拾ヶ堰の開発を事例に，地域の開発や文化の発展に貢献してきた先人の働きや強い信念について，見学したり年表にまとめたりして調べ，当時の人々の暮らしの様子，地域の生活の向上に尽くした先人の願いや苦心を考えるようにする。
〔指導要領内容（5）ウ〕
	作成のポイント

　本単元では，地域の開発，教育，文化，産業などの発展に尽くした先人を扱う。先人の人となりや事跡を追って指導計画を立てることになるが，先人の考えが現在までどのように受け継がれているかに焦点を当てるようにする。地域の博物館を活用したり，郷土の歴史に詳しい人から話を聞いたり，実際に見学・観察を行ったりするなどの活動を通して子どもたちが意欲的（主体的）に学習できるようにしたい。

	
	
	後

期
	(14)
	１　命の水を求めて

～拾ヶ堰～

（P82～101）
	小単元目標　約200年前に水の来ない土地に用水路を開削し，人々の生活を豊かにすることに尽くした先人たちの当時の苦労，工夫や人々の願いを理解する。
〔指導要領内容（5）ウ〕
	

	
	
	
	
	 EQ \O(　,●)導入（P82～83）
	●現在の拾ヶ堰の様子を見て，気づいたことを話し合い，拾ヶ堰について調べていくための意欲をもつ。
	

	
	
	
	
	拾ヶ堰はどんな所を流れているのかな
	●地図と断面図を読み取り，拾ヶ堰を開削した土地の地形的特徴をつかみ，疑問点について話し合う。また，拾ヶ堰開削にかかわった人物を知る。
	

	
	
	
	
	どのようにして，こんなに長い用水路をつくったのかな
	●博物館の人に話を聞く活動や資料から,当時の工事の様子を調べ，掘削の作業の体験活動を通して工事に携わった人々の工夫や苦労につ
	作成のポイント

　可能な限り体験活動や現地の観察を取り入れたり，現代の工法と比較したりす

	
	
	
	
	
	いて考える。
	ることによって，実感的に当時の人々の思いや工夫，苦労に迫ることができるようにする。

	
	
	
	
	どのようにして，水がうまく流れるようにしたのかな
	●博物館の人から当時の測量について話を聞き，測量を体験する活動を通して，測量に携わった人々の工夫や苦労について考える。
	

	
	
	
	
	拾ヶ堰の計画を，どのようにして立てたのかな
	●等々力孫一郎たちの計画立案の経過と，計画を実行する際に障害となったことを調べ，孫一郎たちの苦労や信念を理解する。
	

	
	
	
	
	3人は，どのようにして，計画を藩の人にみとめてもらったのかな
	●博物館の人から，孫一郎たちが藩へ出した工事の許しを請う手紙について話を聞き，孫一郎たちの苦労や努力に思いをめぐらせる。また，年表で工事開始までの歩みを確認する。
	

	
	
	
	
	孫一郎たちは，なぜ，そこまでして堰をつくろうとしたのかな
	●昔のことに詳しい人に，昔の村の様子を聞き，孫一郎ら工事にかかわった人の思いに迫る。
	

	
	
	
	
	今の拾ヶ堰は，どんな役わりを果たしているのかな
	●約200年も前に開削された拾ヶ堰が現在も大切に使われていることから，その意味を考える。
	

	
	二学期
	後期
	※
	松本城を守れ

～松本城を救った市川量造と小林有也～
	●約400年前につくられた松本城は，存続の危機にさらされながらも，地域の人々によって守られ続けてきた。400年の間，守り続けてきた人々の願いを考える。
	作成のポイント

　文化財の保護という視点から，地域の発展に尽くした人々の願いや努力に焦点を当てるようにする。

	
	
	
	
	ひろげる　ふかめる


	●自分たちの地域にある，昔の人が残してくれたものや先人たちの働きについて調べ，調べたことについて自分の考えをまとめる。
	

	
	
	
	※
	学びのひろば　地いきにつくした昔の人たち（P102）
	●日本各地で先人が残してくれたものについて調べる。
	

	
	
	
	
	
	
	

	11

月

・

12

月
	
	
	24
	７　いいところいっぱい，わたしたちの県

（P103～144）
	単元目標　我が国における自分たちの県（都，道，府），及び県（都，道，府）内における自分たちの市（区，町，村）の位置を地図帳や大型の日本地図などを活用し確かめ，県全体の地形や主な産業，都市や交通網，産業や地形条件から見て特色ある地域の人々の生活などを調べて，それらの特色を理解するとともに，県内の人々の生活は，国内の他地域や外国ともかかわりがあることに気づくようにする。〔指導要領内容(6)ア，イ，ウ，エ〕
	作成のポイント

　地理的な内容を網羅的に調べたり，暗記したりする学習に終わらせないために，問題意識やテーマを明確にした調べ活動や，作業的活動を取り入れるようにしたい。

学習指導要領のポイント

　指導要領では「我が国における自分たちの県（都道府）の位置」をとらえる学習が加わった。巻頭の日本地図も活用して，意識づけをはかるようにしたい。

	
	
	
	(5)
	１　神奈川県をかけぬけよう（P104～113）
	小単元目標　県（都，道，府）の位置や地形，土地利用や交通網の様子などについて，地図などの資料を活用して調べ，県（都，道，府）の特色を考えるようにする。
〔指導要領内容（6）ア，イ〕
	作成のポイント

　地図学習については，箱根駅伝のコースや，自分たちの行ったことのある場所，行ってみたい場所などの事例を調べる活動を通して，具体的な活用の仕方や

	
	
	
	
	 EQ \O(　,●)導入（P104～105）
	●地図や写真を見て，神奈川県を５つの区（往復10区）に分けて走り抜ける箱根駅伝のうち，走ってみたい区間はどこか考える。
	有効性を実感させたい。さらに，以降の小単元の事例を調べる際にも活用し，習熟をはかりたい。

	
	
	
	
	走りたい場所のことをくわしく知りたいな

(どのくらいの高さなのかな)

(きょりをくらべてみたいな)

(まちの様子を知りたいな)

(どんなことがさかんなまちなの)

(どうやって行けばいいの)
	●地図の索引の見方を確認し，等高線，縮尺，地図記号，方位などこれまで学習したことを生かして，それぞれの走りたい区間について地図から情報を得る。

●土地利用図，交通路線図など，それぞれの目的に応じた種類の地図を活用して調べる。
	

	
	
	
	
	行ってみたいな，箱根町
	●インターネットを活用して箱根町のことを調べ，「箱根町旅行計画」を立てる。
	

	12

月

・

１

月
	
	
	(7)
	２　伝統のわざを生かして

（P114～125）
	小単元目標　県内の特色ある地域として，伝統的工芸品である「箱根寄木細工」を，地域の豊かな森林の自然とともに守り，そのよさを広く伝えていこうとしている箱根町について調べる。
〔指導要領内容(6)ウ〕
	作成のポイント

　実際に見学するほか，資料で調べたり，手紙や電話，インターネットなどを使って交流したりして人々の暮らしの様子，思いや願いをつかみ，自分たちの住む県の特色を考えさせたい。

	
	二学期
	後期
	
	 EQ \O(　,●)導入（P114～115）
	●寄木細工が盛んな箱根町畑宿の山林やものづくりに取り組む職人たちの様子，箱根駅伝往路優勝記念の寄木細工製トロフィーの写真を見て，箱根町伝統の寄木細工について追究していく意欲をもつ。
	

	
	
	
	
	寄木細工は，どうして箱根の名物になったの
	●寄木細工の実物や写真を見たり，箱根町の自然や歴史などを調べたりして，「寄木細工がどうしてまちの名物になったのか」を追究する問題意識をもち，まず，作り方を予想して追究しようとする。
	

	
	
	
	
	きれいなもようの箱を，どうやって作るのかな
	●寄木細工職人，本間昇さん親子の「ひみつ箱」作りの写真から，寄木細工の美しいもようが，自然の木の色合いを巧みに組み合わせて作り出されていることをとらえ，疑問に思ったこと，確かめてみたいと思ったことを話し合う。
	

	
	
	
	
	寄木細工の伝統のわざにせまろう
	●本間さん親子の話から，箱根寄木細工は，長年修業を重ねた技で，木の性質も知り尽くしたうえで作られていることをとらえる。
	

	
	
	
	
	
	●地域の豊かな森林の自然を生かして始まった寄木細工だが，現在，材料は日本中や海外から厳選して取り寄せられていることを知る。
	

	
	三学期
	
	
	箱根駅伝のトロフィーは，どうやって作るのかな
	●駅伝のトロフィーを作った職人の金指さんが，寄木細工のよさを広く伝えていくために，新しいものづくりに取り組んでいることをとらえる。また，地域の森林協同組合と協力して，寄木細工のための
	

	
	
	
	
	
	植林活動を行っていることなどから，寄木細工の未来に対する金指さんの思いを考える。
	

	
	
	
	
	寄木細工のよさを未来に伝えていきたいな
	●金指さんの作品にひかれ，他県より箱根町に移り住み修業に励む若い職人さんの話から，寄木細工のよさを未来に受け継ごうとする思いをとらえる。
	

	
	
	
	
	
	●これまで学習したことからクラスの学習問題を振り返り，考えたことをノートに書いて話し合う。
	

	
	
	
	
	ひろげる　ふかめる
	●クラスで協力して，「伝統的工芸品」を日本中から調べて，全国ものづくりマップにまとめる。
	学習指導要領のポイント

 「47都道府県の名称と位置」の学習は，こうした「地図作り」の学習とも効果的に連携させたい。

	２

月

・

３

月
	
	
	(9)
	３　海と太陽のめぐみを生かして

（P126～141）
	小単元目標　県内の特色ある地域として，全国でも有数の「ダイコン」「マグロ」の産地である三浦市を調べ，より品質の高い野菜を供給するための地域での協力や，地域の未来のために，海の自然と資源を守り育てながら漁業に取り組む人々の姿をとらえる。
〔指導要領内容（6）ウ，エ〕
	学習指導要領のポイント

　新しい学習指導要領では，伝統的な工業などの地場産業の盛んな地域を含めて，自然環境，伝統や文化などの地域の資源を保護・活用している地域の中から二つ程度を選択して取り上げることが提示された。また，その一例としては，「その土地の特性を生かした産物などを地域の資源として保護・活用し，地域の活性化に努めている地域」が示されている。これを踏まえ，ここでの三浦市の「農業」と「漁業」は，「土地の特性を生かした産物」による「まちづくり」という視点を特に意識して扱うようにしたい。

	
	三学期


	後期


	
	 EQ \O(　,●)導入（P126～127）
	●地図で県内の三浦市の位置や，自分たちの住むまちとの位置関係を調べる。
	

	
	
	
	
	
	●写真を見たり，体験を話し合ったりして,漁業,農業ともに盛んな三浦市を調べようとする意欲をもつ。
	

	
	
	
	
	おいしい名物がいっぱいの三浦市って，どんな所
	●三浦市ではなぜダイコンがたくさんとれるのか，航空写真や土地利用図，出荷の様子の写真を見て考えたことや，それぞれの体験を出し合いながら，予想を立てて追究しようとする。
	

	
	
	
	
	たくさんとれるのは畑が広いからなの
	●「大井さんのダイコン作り」（P130～131）の資料を見て，気づいたことを話し合う。
	

	
	
	
	
	
	●グラフなどの資料から，他の産地と比較して，三浦市は畑の面積が広くないのにダイコン以外の野菜の生産量も多いという事実をとらえ，新たな疑問や，さらに追究したいことを話し合う。
	

	
	
	
	
	同じ畑でたくさん野菜が作れるのはどうしてなの
	●大井さんの話から，三浦市のダイコン作りに適した気候や自然条件とともに，同じ畑を活用して地域の伝統である｢適期適作｣の農業に取り組んでいることをとらえる。
	

	
	
	
	
	
	●三浦市の名産品である野菜を，地域の農家が協力し合って品質を高め，消費者に届けようとしていることをとらえる。
	

	
	
	
	
	なぜ三浦市はマグロのまちなのかな
	●地図を見たり，インターネットで資料を集めたりして，三崎港は地形条件に恵まれた良港で，世界中のマグロが運ばれてくることを理解する。
	

	
	
	
	
	
	●三浦市の近海ではどんな魚がとれるのか，追究する意欲をもつ。
	

	
	
	
	
	近くの海ではどんな魚がとれるのかな
	●資料を集めたり電話で取材をしたりしながら，三浦市では海の自然を守りながら漁業に取り組んでいること，近海でとれるおいしいサバを漁や出荷の仕方などに工夫して，まちの新しい名物にしている地域があることなどをとらえる。
	

	
	
	
	
	ひろげる　ふかめる
	●魚や野菜も名物のまちである三浦市について，これまで学習したことをポスターにまとめてみる。
	

	
	三学期


	後期


	
	世界の国に開かれた横浜市
	●「世界の漁港」である三崎港の学習を踏まえ，古くから世界との貿易の中心として栄えてきた横浜港や，横浜市の国際的な関係などを調べる。
	

	
	
	
	
	
	●世界のそれぞれの国には国旗があり，大切にされていることを理解する。
	

	３月
	
	
	(3)
	４　まとめよう　わたしたちの県のこと

（P142～143）
	小単元目標　県内の地形や土地の使われ方，産業の様子などを白地図などにまとめたり，他の都道府県と比べたりしながら，県の特色を考えるようにする。
〔指導要領内容(6)ア，イ，エ〕
	作成のポイント

　他の都道府県と比較する際は，産業別のランキングやパンフレットなどの資料を効果的に活用できるようにしたい。

	
	
	
	
	
	●県の学習のまとめとして，神奈川県の位置と地形，土地利用や産業の特徴を読み取り，その特色を理解する。
	

	
	
	
	※
	学びのひろば　太陽のめぐみが育てたカボチャを

（P144）
	●地域の仲間と協力して，まちの名産品の野菜作りに取り組む農家の工夫をさらに調べ，理解を深める。
	

	
	
	
	
	もっとひろげる
	

	
	
	
	※
	白地図を活用しよう
	

	
	
	
	※
	日本なんでもランキング
	

	
	
	
	※
	自然のめぐみを生かしたエネルギー
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